
木
村
さ
ん
夫
妻
は
と
も
に｢

後
期

高
齢
者｣

。
７
月
18
日
、
ふ
た
り
に

後
期
高
齢
者
保
険
料
の
通
知
が
届
き

ま
し
た
。
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険

料
は
、
世
帯
単
位
で
な
く
75
歳
以
上

の
国
民
一
人
ひ
と
り
負
担
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
昨
年
度
、
ふ
た
り
で

お
よ
そ
９
万
円
だ
っ
た
国
民
健
康
保

険
料
が
５
万
円
近
く
も
増
え
る
こ
と

に
ビ
ッ
ク
リ
。
保
険
料
の
計
算
方
法

に
よ
っ
て
自
ら
試
算
し
て
同
じ
世
帯

構
成
と
収
入
で
も
保
険
料
が
違
う
こ

と
を
発
見
し
た
の
で
す
。

◇

木
村
さ
ん
夫
妻
の
収
入
は
夫
の
年

２
５
０
万
円
の
年
金
の
み
で
妻
の
収

入
は
な
く
、
後
期
高
齢
者
保
険
料
は

ふ
た
り
で
13
万
９
千
円
余
で
す
。
木

村
さ
ん
は
、
収
入
が
同
じ
年
２
５
０

万
円
で
も
夫
が
１
８
０
万
円
で
妻
が

70
万
円
の
場
合
で
試
算
す
る
と
保
険

料
は
年
５
万
５
千
５
０
０
円
。
同
じ

こ
の
ニ
ュ
ー
ス

へ
の
ご
意
見
や

ご
質
問
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

｢

同
じ
世
帯
構
成
と
収
入
で
２･

５
倍
も
保
険
料
が
違
う
の
は
お
か
し
い｣

―
戸
越
の
木
村
さ
ん
夫
妻(

仮
名)

は
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
を
自
ら

試
算
し
て
矛
盾
を
指
摘
し
ま
す
。
木
村
さ
ん
は｢

後
期
高
齢
者
医
療
は
そ

も
そ
も
納
得
で
き
な
い
。
や
め
て
ほ
し
い｣

と
カ
ン
カ
ン
で
す
。

保険料にカンカン
同じ収入なのに なぜ２.５倍に!?
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刊

年金収入 ※想定ケース

年２５０万円

↓
後期高齢者保険料

５５,５００円

内訳 夫 １８０万円

妻 ７０万円

計 ２５０万円

年金収入 ※木村さん

年２５０万円

↓
後期高齢者保険料

１３９,２００円

内訳 夫 ２５０万円

妻 ０万円

計 ２５０万円

木村さんの試算について詳しくはウラ面をご覧ください。

同
じ
年
収
な
の
に

保
険
料
に
差
が
出
る

の
は
納
得
で
き
な
い

後 期
高齢者



収
入
で
も
、
年
８
万
３
千
７
０
０
円

も
の｢

差｣

が
で
た
の
で
す
。

木
村
さ
ん
は｢

政
府
は
減
額
を
拡

大
し
た
と
い
う
が
私
ら
は
対
象
外
。

減
額
対
象
も
拡
大
し
て
ほ
し
い｣

と

制
度
の
欠
陥
を
指
摘
し
ま
す
。
日
本

共
産
党
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

廃
止
へ
全
力
で
が
ん
ば
り
ま
す
。

世帯構成と収入が同じでも、こんなに差が出る

後期高齢者医療保険料 (木村さんの試算)

木村さんと同じ世帯構成、収入でも…

1３９,２00円 － 55,500円＝ ８３,７００円も差がでるとは!?

(１）募集住宅 ①単身者向２１２戸、②単身者車イス使用者用１戸、

③シルバーピア７８戸、④事業再建者向定期使用１０戸、

⑤ポイント方式による募集１３０８戸

(２）申込書配布期間 ８月４日(月)～８月１３日(水)

(３）申込書配布場所 区役所住宅課、各地域センター・文化センター・

サービスコーナー

(４)申し込み受付期間 郵送で８月１８日(月)までに届いたものに限る。

休日相談は、８月 ９日(土)荏原文化センター、

８月１０日(日)きゅりあん３階交流室

午前１０時～午後４時

※品川生活と健康を守る会主催の入居相談会の問い合わせは℡3773－2391へ。

法
律
相
談
は

８
月

22
日(

金)

Pm
６:

30
～

み
や
ざ
き
克
俊
事
務
所

無料

都営住宅８月入居者募集のお知らせ

＜木村さんの場合 年金収入 夫250万円 妻 0円 合計250万円＞

(1)均等割額(定額・木村さんは軽減対象外)

① 夫は 37,800円 ＝ ３７,８００円

② 妻は 37,800円 ＝ ３７,８００円

(2)所得割額(賦課のもとになる所得金額＝収入－年金控除－基礎控除)

③ 夫は(250万円－120万円－33万円＝97万円)

970,000円×6．56％(所得割率)＝ ６３,６３２円

④ 妻は ０ 円

(3)世帯保険料(年額) ①＋②＋③＋④＝ 139,232円

(100円未満切捨て) → １３９,２００円

＜年金収入 夫180万円 妻70万円 合計250万円の場合＞

(1)均等割額(収入基準内のため定額の５割軽減)

① 夫は 37,800円 × 0．5 ＝ １８,９００円

② 妻は 37,800円 × 0．5 ＝ １８,９００円

(2)所得割額

③ 夫は(180万円－120万円－33万円)×6．56％＝１７,７１２円

④ 妻は( 70万円－120万円－33万円)×6．56％＝ ０ 円

(3)世帯保険料(年額)①＋②＋③＋④＝ 55,512円

(100円未満切捨て) → ５５,５００円


